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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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○

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
投
資
の
対
象
）

（
投
資
の
対
象
）

第
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

機
構
の
所
有
す
る
資
産
（
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業

二

機
構
の
所
有
す
る
資
産
（
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
分
を
促
進
す
る
た
め

務
（
次
条
に
お
い
て
「
特
例
業
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号

の
調
査
、
企
画
又
は
広
報
を
行
う
事
業

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
分
を
促
進
す
る
た
め
の
調
査
、
企
画
又
は
広
報
を
行

う
事
業

三

（
略
）

三

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
の
特
例
）

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
の
特
例
）

第
七
条

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定

第
七
条

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
業
務
が
行
わ
れ
る

に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
独
立
行
政
法

場
合
に
は
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（

人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百

平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
法

九
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
」
と
あ
る
の
は

令
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
並
び
に
宅
地
建
物
取
引

、
「
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
並
び
に
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
不
動
産

律
第
百
七
十
六
号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成

特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定

六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。
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○

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
鉄
道
施
設
の
貸
付
け
等
の
基
準
）

（
鉄
道
施
設
の
貸
付
け
等
の
基
準
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鉄
道
施
設
又
は
軌
道
施
設
の
譲
渡
で
機
構

２

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鉄
道
施
設
又
は
軌
道
施
設
の
譲
渡
で
機
構

が
行
う
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

が
行
う
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
旅
客
会
社
又
は
貨
物
会
社
に
貸

一

法
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
旅
客
会
社
又
は
貨
物
会
社
に
貸

し
付
け
た
鉄
道
施
設
（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す

し
付
け
た
鉄
道
施
設
（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
債
務
等
処
理
法
」
と
い
う

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
債
務
等
処
理
法
」
と
い
う

。
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
（

。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
（

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
号
。
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
旧
日
本
国
有
鉄
道

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
号
。
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
旧
日
本
国
有
鉄
道

清
算
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
前
項
第
三
号

清
算
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
前
項
第
三
号

に
規
定
す
る
鉄
道
施
設
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
貸
し
付
け
た
日
か
ら
起
算

に
規
定
す
る
鉄
道
施
設
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
貸
し
付
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た

し
て
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た

も
の
の
譲
渡

も
の
の
譲
渡

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
定
債
権
の
繰
入
れ
の
範
囲
等
）

（
特
定
債
権
の
繰
入
れ
の
範
囲
等
）

第
九
条

法
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

第
九
条

法
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

繰
入
れ
は
、
毎
事
業
年
度
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か

繰
入
れ
は
、
毎
事
業
年
度
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か

ら
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内

ら
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内

に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
（
法

三

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
（
法

附
則
第
三
条
第
十
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
附
則
第
四
条
第
一
項

附
則
第
三
条
第
十
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
附
則
第
四
条
第
一
項
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第
二
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
附
則
第
十
一
条
第
一

第
二
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
附
則
第
十
一
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
（
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
（
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
旧
事
業

の
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
旧
事
業

団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
旧
事
業
団
法
附
則
第
十
五

団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
旧
事
業
団
法
附
則
第
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
鉄
道
整
備
基
金
法
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
六
号

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
鉄
道
整
備
基
金
法
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
六
号

。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
号
イ
に
お
い
て
「
旧
基
金
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
号
イ
に
お
い
て
「
旧
基
金
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
（
以
下
「
営
団
」
と

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
（
以
下
「
営
団
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
貸
付
金
を
含
む
。
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第

い
う
。
）
に
対
す
る
貸
付
金
を
含
む
。
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第

二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
償
還
金
及
び
旧
事
業
団
法
第
二
十
条
第
七

二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
償
還
金
及
び
旧
事
業
団
法
第
二
十
条
第
七

項
の
協
定
に
基
づ
く
寄
託
金
（
旧
基
金
法
第
二
十
条
第
六
項
の
協
定
に
基
づ
く

項
の
協
定
に
基
づ
く
寄
託
金
（
旧
基
金
法
第
二
十
条
第
六
項
の
協
定
に
基
づ
く

寄
託
金
を
含
む
。
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い

寄
託
金
を
含
む
。
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
返
還
金
の
合
計
額

て
同
じ
。
）
の
返
還
金
の
合
計
額

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

長
期
借
入
金
の
償
還
及
び
当
該
長
期
借
入
金
に
係
る
利
子
の
支
払
に
要
す
る
費

用
の
額

七

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額

六

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り

入
れ
る
額
（
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の

入
れ
る
額

規
定
に
よ
る
長
期
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）

２

法
第
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入

２

法
第
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入

れ
及
び
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
助
成
は
、
毎
事
業
年
度

れ
及
び
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
助
成
は
、
毎
事
業
年
度

、
前
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
の
範

、
前
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
十
七
条
第
四
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は

４

法
第
十
七
条
第
四
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は

、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
七
号
ロ
に
掲

、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
六
号
ロ
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
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附

則

附

則

（
助
成
勘
定
か
ら
新
特
例
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
方
法
）

（
助
成
勘
定
か
ら
新
特
例
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
方
法
）

第
四
条

法
附
則
第
三
条
第
十
一
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

第
四
条

法
附
則
第
三
条
第
十
一
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
り
繰
り
入
れ
る
方
法
と
す
る
。

ろ
に
よ
り
繰
り
入
れ
る
方
法
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
規
定
す
る
半
期
ご
と
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
金
額
（
次
号
に
お
い
て
「

二

前
号
に
規
定
す
る
半
期
ご
と
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
金
額
（
次
号
に
お
い
て
「

要
繰
入
額
」
と
い
う
。
）
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
等
し

要
繰
入
額
」
と
い
う
。
）
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
等
し
い
額

い
額
と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
半
期
に
お
け
る
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
長

（
新
設
）

期
借
入
金
の
額

三

機
構
は
、
要
繰
入
額
を
超
え
て
繰
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

三

機
構
は
、
要
繰
入
額
を
超
え
て
繰
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
半
期
の
次
の
半
期
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
半
期
の
次
の
半
期
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

翌
半
期
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か

翌
半
期
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
そ

ら
そ
の
超
え
て
繰
入
れ
を
行
っ
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
翌
半
期
に
お
け
る
要

の
超
え
て
繰
入
れ
を
行
っ
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
翌
半
期
に
お
け
る
要
繰
入

繰
入
額
と
す
る
こ
と
。

額
と
す
る
こ
と
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
二
号
イ
の
期
間
を

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
二
号
イ
の
期
間
を

指
定
し
、
及
び
同
号
イ
の
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

指
定
し
、
及
び
同
号
イ
の
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
は
、
債
務
等
処
理
法
第
十
三
条
第
一
項
及

一

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
は
、
債
務
等
処
理
法
第
二
十
一
条
第
一
項

び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
の
状
況
を
勘
案
し
て
指
定
す
る
も
の
と
し

の
特
例
業
務
の
実
施
の
状
況
を
勘
案
し
て
指
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
期
間
の

、
当
該
期
間
の
う
ち
の
最
後
の
期
間
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
最
後
の

う
ち
の
最
後
の
期
間
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
最
後
の
指
定
期
間
」
と

指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の

い
う
。
）
は
、
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
繰
入
れ
が
全
て

繰
入
れ
が
全
て
完
了
す
る
日
、
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

完
了
す
る
日
、
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償

る
貸
付
金
の
償
還
が
全
て
完
了
す
る
日
又
は
旧
事
業
団
法
第
二
十
条
第
七
項
の

還
が
全
て
完
了
す
る
日
又
は
旧
事
業
団
法
第
二
十
条
第
七
項
の
協
定
に
基
づ
く

協
定
に
基
づ
く
寄
託
金
の
返
還
が
全
て
完
了
す
る
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
翌

寄
託
金
の
返
還
が
全
て
完
了
す
る
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
翌
日
以
後
の
期
間

日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

に
つ
い
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
指
定
す
る
期
間
（
最
後
の
指
定
期
間
を
除
く
。
）
ご

二

国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
指
定
す
る
期
間
（
最
後
の
指
定
期
間
を
除
く
。
）
ご

と
に
定
め
る
額
は
、
当
該
期
間
内
の
機
構
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
第
九
条
第

と
に
定
め
る
額
は
、
当
該
期
間
内
の
機
構
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
第
九
条
第
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一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計

合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
債

額
を
減
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
平
成
十
五
年
度
に
係
る
も

務
等
処
理
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
の
状
況

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
て
得
た
額
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
債
務
等
処
理
法

を
勘
案
し
て
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
第
一
項
の
特
例
業
務
の
実
施
の
状
況
を
勘
案
し
て
定
め
る
額
と
す

る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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○

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
て
算

（
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
て
算

定
さ
れ
る
額
）

定
さ
れ
る
額
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

２

各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
額
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号

算
定
さ
れ
る
額
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
、
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
工
事
の
区
間

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
、
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
工
事
の
区
間

ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
区
間
に
係
る
鉄
道
施
設
の
建
設
に
関
す

ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
区
間
に
係
る
鉄
道
施
設
の
建
設
に
関
す

る
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
に
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
に
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
額
に
対
す
る
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
、
当
該
あ
ん
分
し
た

る
額
に
対
す
る
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
、
当
該
あ
ん
分
し
た

額
を
基
準
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

額
を
基
準
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

一

営
業
主
体
か
ら
支
払
を
受
け
る
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
鉄
道
施
設
の
貸
付
料
そ

一

営
業
主
体
か
ら
支
払
を
受
け
る
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
鉄
道
施
設
の
貸
付
料
そ

の
他
の
機
構
の
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
業
務
に
係
る
収
入
（
令
和
三
年
度
以
降
に

の
他
の
機
構
の
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
業
務
に
係
る
収
入
（
平
成
二
十
五
年
四
月

お
い
て
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四

一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
鉄

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
勘
定
に
繰
り
入

道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第

れ
る
こ
と
と
な
る
繰
入
金
を
も
つ
て
そ
の
債
務
の
償
還
及
び
当
該
債
務
に
係
る

十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
な
る
繰
入
金

利
子
の
支
払
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
と
な
る
借
入
れ
に
係
る
収
入
で
あ

を
も
つ
て
そ
の
債
務
の
償
還
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
子
の
支
払
に
要
す
る
費

つ
て
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
も
の
（

用
に
充
て
る
こ
と
と
な
る
借
入
れ
に
係
る
収
入
で
あ
つ
て
、
同
項
第
一
号
に
掲

以
下
「
後
年
度
繰
入
金
充
当
収
入
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
額

げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
も
の
（
以
下
「
後
年
度
繰
入
金
充

当
収
入
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
額

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

附

則

３

機
構
が
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成

３

機
構
が
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
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十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
入
れ
を
行
う

十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
入
れ
を
行
う

場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「

場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「

費
用
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
費
用
（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処

費
用
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
費
用
（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処

理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規

理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入
金
を
も
つ
て
充
て
る
も
の
及
び
」
と
す
る
。

定
に
よ
り
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入
金
を
も
つ
て
充
て
る
も
の
及
び
」
と
す
る
。

４

機
構
が
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第

４

機
構
が
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
繰
入
れ
を
行
う
場
合
に
お
け
る
附
則
第
二
項
の
規
定

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
繰
入
れ
を
行
う
場
合
に
お
け
る
附
則
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
助
成
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
助
成
金

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
助
成
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
助
成
金

（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

（
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入

律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
入
れ
ら
れ
る
繰
入

金
を
も
つ
て
充
て
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

金
を
も
つ
て
充
て
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
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○

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
五
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

清
算
事
業
団
法

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る

三

清
算
事
業
団
法

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
第
七
号
及
び
第
七
条
第
二
項
に
お
い

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
第
七
号
及
び
第
七
条
第
二
項
に
お
い

て
「
債
務
等
処
理
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日

て
「
債
務
等
処
理
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日

本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
号
）
を
い
う
。

本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
号
）
を
い
う
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

（
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
伴
う
承
継
法
人
等
に
対
す
る
法
人
税
法
等
の
適
用
に

（
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
伴
う
承
継
法
人
等
に
対
す
る
法
人
税
法
等
の
適
用
に

関
す
る
経
過
措
置
等
）

関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

承
継
法
人
（
施
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
計
画
に
従
い
当
該

２

承
継
法
人
（
施
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
計
画
に
従
い
当
該

経
営
の
分
離
に
係
る
一
般
自
動
車
運
送
事
業
に
相
当
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送

経
営
の
分
離
に
係
る
一
般
自
動
車
運
送
事
業
に
相
当
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
（
以
下
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
を
経
営
す
る
株
式
会

事
業
（
以
下
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
を
経
営
す
る
株
式
会

社
を
含
む
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に

社
を
含
む
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
者
か
ら
無
償
で
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
土
地
に
存
す
る
当
該
承
継
法
人
の

掲
げ
る
者
か
ら
無
償
で
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
土
地
に
存
す
る
当
該
承
継
法
人
の

事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
固
定
資
産
と
同
欄
に
掲
げ
る
者
の
有
す
る
固
定
資
産
と

事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
固
定
資
産
と
同
欄
に
掲
げ
る
者
の
有
す
る
固
定
資
産
と

の
交
換
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当

の
交
換
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
承
継
法
人
が
そ
の
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
固
定
資
産
は
、
法
人
税
法
第
四
十
二

該
承
継
法
人
が
そ
の
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
固
定
資
産
は
、
法
人
税
法
第
四
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

条
第
二
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
固
定
資
産
の
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
固

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
固
定
資
産
の
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
固

定
資
産
の
価
額
か
ら
交
換
に
よ
り
譲
渡
し
た
固
定
資
産
の
当
該
交
換
の
時
に
お
け

定
資
産
の
価
額
か
ら
交
換
に
よ
り
譲
渡
し
た
固
定
資
産
の
当
該
交
換
の
時
に
お
け
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る
帳
簿
価
額
を
控
除
し
た
残
額
」
と
す
る
。

る
帳
簿
価
額
を
控
除
し
た
残
額
」
と
す
る
。

債
務
等
処
理
法
附
則
第
十
三
条
の

清
算
事
業
団

清
算
事
業
団
法
第

債
務
等
処
理
法
附
則
第
十
一
条
の

清
算
事
業
団

清
算
事
業
団
法
第

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
法
第

二
十
六
条
第
一
項

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
法
第

二
十
六
条
第
一
項

三
十
一
条

第
三
号

三
十
一
条

第
三
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

12

12



- 10 -

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
三
条

鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
は
、
第
百
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

第
二
十
三
条

鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
は
、
第
百
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

か
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸

か
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施

施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関

設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
債
務
等
処

「
債
務
等
処
理
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
第
一

理
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

号
の
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。

２

鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
は
、
第
百
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規

２

鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
は
、
第
百
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規

定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法

一

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法

人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及

人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、

び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
、
同
条

第
四
号
及
び
第
五
号
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
、
同
条
第
三
項

第
三
項
の
業
務
並
び
に
同
条
第
五
項
の
業
務
の
う
ち
協
定
に
係
る
業
務
に
関
す

の
業
務
並
び
に
同
条
第
五
項
の
業
務
の
う
ち
協
定
に
係
る
業
務
に
関
す
る
こ
と

る
こ
と
。

。

二

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
債
務
等
処
理

二

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
債
務
等
処
理

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
特
例

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
特
例

業
務
」
と
い
う
。
）
並
び
に
債
務
等
処
理
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び

業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
鉄
道
局
施
設
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

第
三
号
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
鉄
道
局
施
設
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
は
、
第
百
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
、
第
一
項
に
規

４

鉄
道
局
鉄
道
事
業
課
は
、
第
百
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
、
第
一
項
に
規

定
す
る
事
務
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か

定
す
る
事
務
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
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、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
債
務
等
処
理
法

、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
債
務
等
処
理
法

附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
条
第
一
項
の
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間

附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
業
務
に
関
す

、
当
該
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
鉄
道
局
施
設
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
鉄
道
局
施
設
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
四
条

鉄
道
局
施
設
課
は
、
第
百
二
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

第
二
十
四
条

鉄
道
局
施
設
課
は
、
第
百
二
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

当
分
の
間
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
が
特
例
業
務

当
分
の
間
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
が
特
例
業
務

及
び
債
務
等
処
理
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
と
し
て
行
う
宅
地
の
造

と
し
て
行
う
宅
地
の
造
成
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
技
術
上

成
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
技
術
上
の
計
画
に
関
す
る
事
務

の
計
画
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
。


